
議案第２１号

杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学

校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３１年２月１２日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学

校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２

年杉並区条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第１０条中「をすることを命ずることができる。ただし」を「（以下「超過勤

務」という。）をすることを命ずることができる。ただし」に、「同条に規定す

る正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務」

を「超過勤務」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 超過勤務に関しその上限時間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得

て、教育委員会規則で定める。

第１１条の２第１項中「第１０条に規定する勤務（以下「超過勤務」とい

う。）」を「超過勤務」に改める。

第２条 杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１９年

杉並区条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第１０条中「をすることを命ずることができる。ただし」を「（以下「超過勤

務」という。）をすることを命ずることができる。ただし」に、「同条に規定す

る正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務」

を「超過勤務」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 超過勤務に関しその上限時間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得

て、教育委員会規則で定める。

第１１条の２第１項中「第１０条に規定する勤務（以下「超過勤務」とい

う。）」を「超過勤務」に改める。



附 則

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

２ 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年杉並区条例第１８号）

の一部を次のように改正する。

第２０条第１項中「第１０条」を「第１０条第１項」に改める。

３ 杉並区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（平成１２年杉

並区条例第１９号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「第１０条に規定する勤務」を「第１０条第１項に規定する超

過勤務」に改める。

４ 杉並区学校教育職員の給与に関する条例（平成１９年杉並区条例第１１号）の

一部を次のように改正する。

第２２条第１項中「第１０条」を「第１０条第１項」に改める。

５ 杉並区学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（平成１９年杉並

区条例第１２号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「第１０条に規定する勤務」を「第１０条第１項に規定する超

過勤務」に改める。

（提案理由）

超過勤務における上限時間等に関する事項を定める必要がある。
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杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学

校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例新

旧対照表

第１条による改正（杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（超過勤務） （超過勤務）

第１０条 教育委員会は、公務のため臨 第１０条 教育委員会は、公務のため臨

時又は緊急の必要がある場合には、職 時又は緊急の必要がある場合には、職

員に対し、前条に規定する正規の勤務 員に対し、前条に規定する正規の勤務

時間以外の時間において同条に規定す 時間以外の時間において同条に規定す

る断続的な勤務以外の勤務（以下「超 る断続的な勤務以外の勤務をすること

過勤務」という。）をすることを命ず を命ずることができる。ただし

ることができる。ただし、当該職員が 、当該職員が

育児短時間勤務職員等である場合にあ 育児短時間勤務職員等である場合にあ

っては、公務の運営に著しい支障が生 っては、公務の運営に著しい支障が生

ずると認められる場合として人事委員 ずると認められる場合として人事委員

会の承認を得て教育委員会規則で定め 会の承認を得て教育委員会規則で定め

る場合に限り、超過勤務 る場合に限り、同条に規定する正規の

勤務時間以外の時間において同条に規

をする 定する断続的な勤務以外の勤務をする

ことを命ずることができる。 ことを命ずることができる。

２ 超過勤務に関しその上限時間その他

の必要な事項は、人事委員会の承認を

得て、教育委員会規則で定める。

（３歳に満たない子の育児又は要介護者 （３歳に満たない子の育児又は要介護者

の介護を行う職員の超過勤務の制限） の介護を行う職員の超過勤務の制限）

資 料
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第１１条の２ 教育委員会は、３歳に満 第１１条の２ 教育委員会は、３歳に満

たない子のある職員が当該子を養育す たない子のある職員が当該子を養育す

るために請求した場合には、職務に支 るために請求した場合には、職務に支

障がある場合を除き、超過勤務 障がある場合を除き、第１０条に規定

する勤務（以下「超過勤務」とい

をさせてはならない。ただし、 う。）をさせてはならない。ただし、

災害その他避けることのできない事由 災害その他避けることのできない事由

に基づく臨時の勤務の必要がある場合 に基づく臨時の勤務の必要がある場合

は、この限りでない。 は、この限りでない。

２及び３ 略 ２及び３ 略

第２条による改正（杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の

一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（超過勤務） （超過勤務）

第１０条 教育委員会は、公務のため臨 第１０条 教育委員会は、公務のため臨

時又は緊急の必要がある場合には、職 時又は緊急の必要がある場合には、職

員に対し、前条に規定する正規の勤務 員に対し、前条に規定する正規の勤務

時間以外の時間において同条に規定す 時間以外の時間において同条に規定す

る断続的な勤務以外の勤務（以下「超 る断続的な勤務以外の勤務をすること

過勤務」という。）をすることを命ず を命ずることができる。ただし

ることができる。ただし、当該職員が 、当該職員が

育児短時間勤務職員等である場合にあ 育児短時間勤務職員等である場合にあ

っては、公務の運営に著しい支障が生 っては、公務の運営に著しい支障が生

ずると認められる場合として人事委員 ずると認められる場合として人事委員

会の承認を得て教育委員会規則で定め 会の承認を得て教育委員会規則で定め

る場合に限り、超過勤務 る場合に限り、同条に規定する正規の

勤務時間以外の時間において同条に規
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をする 定する断続的な勤務以外の勤務をする

ことを命ずることができる。 ことを命ずることができる。

２ 超過勤務に関しその上限時間その他

の必要な事項は、人事委員会の承認を

得て、教育委員会規則で定める。

（３歳に満たない子の育児又は要介護者 （３歳に満たない子の育児又は要介護者

の介護を行う職員の超過勤務の制限） の介護を行う職員の超過勤務の制限）

第１１条の２ 教育委員会は、３歳に満 第１１条の２ 教育委員会は、３歳に満

たない子を養育する職員が当該子を養 たない子を養育する職員が当該子を養

育するために請求した場合には、公務 育するために請求した場合には、公務

運営に支障がある場合を除き、超過勤 運営に支障がある場合を除き、第１０

務 条に規定する勤務（以下「超過勤務」

をさせてはならない。ただ という。）をさせてはならない。ただ

し、災害その他避けることのできない し、災害その他避けることのできない

事由に基づく臨時の勤務の必要がある 事由に基づく臨時の勤務の必要がある

場合は、この限りでない。 場合は、この限りでない。

２及び３ 略 ２及び３ 略

附則第２項による改正（杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（超過勤務手当） （超過勤務手当）

第２０条 正規の勤務時間を超えて勤務 第２０条 正規の勤務時間を超えて勤務

時間条例第１０条第１項の規定により 時間条例第１０条 の規定により

勤務することを命ぜられた職員には、 勤務することを命ぜられた職員には、

正規の勤務時間を超えて勤務した全時 正規の勤務時間を超えて勤務した全時

間に対して、勤務１時間につき、第２ 間に対して、勤務１時間につき、第２

２条に規定する勤務１時間当たりの給 ２条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に正規の勤務時間を超えてした勤 与額に正規の勤務時間を超えてした勤
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務の区分に応じてそれぞれ１００分の 務の区分に応じてそれぞれ１００分の

１２５から１００分の１５０までの範 １２５から１００分の１５０までの範

囲内の割合（その勤務が午後１０時か 囲内の割合（その勤務が午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間である場合 ら翌日の午前５時までの間である場合

は、その割合に１００分の２５を加算 は、その割合に１００分の２５を加算

した割合）を乗じて得た額を超過勤務 した割合）を乗じて得た額を超過勤務

手当として支給する。 手当として支給する。

２～７ 略 ２～７ 略

附則第３項による改正（杉並区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する

条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（職員の超過勤務及び休日勤務） （職員の超過勤務及び休日勤務）

第５条 職員については、原則として、 第５条 職員については、原則として、

超過勤務（杉並区幼稚園教育職員の勤 超過勤務（杉並区幼稚園教育職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例 務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成１２年杉並区条例第１７号。以 （平成１２年杉並区条例第１７号。以

下「勤務時間条例」という。）第１０ 下「勤務時間条例」という。）第１０

条第１項に規定する超過勤務をいう。 条に規定する勤務 をいう。

次項において同じ。）及び休日勤務 次項において同じ。）及び休日勤務

（勤務時間条例第１２条及び第１３条 （勤務時間条例第１２条及び第１３条

の規定による休日並びに勤務時間条例 の規定による休日並びに勤務時間条例

第１４条第１項の規定により指定され 第１４条第１項の規定により指定され

た代休日における勤務をいう。次項に た代休日における勤務をいう。次項に

おいて同じ。）はさせないものとす おいて同じ。）はさせないものとす

る。 る。

２ 略 ２ 略
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附則第４項による改正（杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（超過勤務手当） （超過勤務手当）

第２２条 正規の勤務時間を超えて勤務 第２２条 正規の勤務時間を超えて勤務

時間条例第１０条第１項の規定により 時間条例第１０条 の規定により

勤務することを命ぜられた職員には、 勤務することを命ぜられた職員には、

正規の勤務時間を超えて勤務した全時 正規の勤務時間を超えて勤務した全時

間に対して、勤務１時間につき、第２ 間に対して、勤務１時間につき、第２

４条に規定する勤務１時間当たりの給 ４条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に正規の勤務時間を超えてした勤 与額に正規の勤務時間を超えてした勤

務の区分に応じてそれぞれ１００分の 務の区分に応じてそれぞれ１００分の

１２５から１００分の１５０までの範 １２５から１００分の１５０までの範

囲内の割合（その勤務が午後１０時か 囲内の割合（その勤務が午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間である場合 ら翌日の午前５時までの間である場合

は、その割合に１００分の２５を加算 は、その割合に１００分の２５を加算

した割合）を乗じて得た額を超過勤務 した割合）を乗じて得た額を超過勤務

手当として支給する。 手当として支給する。

２～７ 略 ２～７ 略

附則第５項による改正（杉並区学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する

条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（職員の超過勤務及び休日勤務） （職員の超過勤務及び休日勤務）

第５条 職員については、原則として、 第５条 職員については、原則として、

超過勤務（杉並区学校教育職員の勤務 超過勤務（杉並区学校教育職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例（平 時間、休日、休暇等に関する条例（平

成１９年杉並区条例第１０号。以下 成１９年杉並区条例第１０号。以下
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「勤務時間条例」という。）第１０条 「勤務時間条例」という。）第１０条

第１項に規定する超過勤務をいう。次 に規定する勤務 をいう。次

項において同じ。）及び休日勤務（勤 項において同じ。）及び休日勤務（勤

務時間条例第１３条及び第１４条の規 務時間条例第１３条及び第１４条の規

定による休日並びに勤務時間条例第１ 定による休日並びに勤務時間条例第１

５条第１項の規定により指定された代 ５条第１項の規定により指定された代

休日における勤務をいう。次項におい 休日における勤務をいう。次項におい

て同じ。）はさせないものとする。 て同じ。）はさせないものとする。

２ 略 ２ 略


